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感染症や災害への対応力強化

① 感染症対策の強化

② 業務継続に向けた取組の強化

③ 災害への地域と連携した対応の強化

■ 感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構
築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の
実施、訓練（シミュレーション）の実施等を義務づけ。【省令改正】
※３年の経過措置期間あり。

■ 介護サービス事業者に、感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、以
下の取組を義務づけ。【省令改正】
・施設系サービスについて、現行の委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練（シ

ミュレーション）の実施 ※現行は「衛生管理等」において規定
・その他のサービスについて、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練（シミュレーショ

ン）の実施等
※３年の経過措置期間あり。

【全サービス】

【全サービス】

【通所系サービス、短期入所系サービス、特定、施設系サービス】

■ 災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害対策（計画策
定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等）が求められる介護サービス事業者（通
所系、短期入所系、特定、施設系）を対象に、小多機等の例を参考に、訓練の実施に当たって、
地域住民の参加が得られるような連携について努力義務化。【省令改正】



（参考）介護施設・事業所における業務継続計画（BCP）ガイドラインについて



認知症への対応力向上に向けた取組の推進（１）

■ 介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護に直接携わる職員が認知症介護基礎研修を受
講するための措置を義務づけ。【省令改正】 ※３年の経過措置期間あり

④ 無資格者への認知症介護基礎研修受講義務づけ

○ 認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、介護に
関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医
療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義
務づけ。 ※３年の経過措置期間あり。また、新入職員の受講について１年の猶予期間

全サービス（無資格者がいない訪問系サービス（訪問入浴介護を除く）、福祉用具貸与、居宅介護支援を除く）

【認知症介護指導者養成研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修】 【認知症介護基礎研修】

【目標】

介護に携わる全ての職員の
受講

新任の介護職員等が認知症
介護に最低限必要な知識、
技能を修得指導者

研修

実践リーダー

研修

実践者研修

ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ

認
知
症
介
護
実
践
研
修

研修の目的 受講要件

・社会福祉士、介護福祉士等の資格を有する者又は
これに準ずる者
・認知症介護実践者研修を修了した者又はそれと
同等の能力を有すると都道府県等が認めた者
・地域ケアを推進する役割を担うことが見込まれて
いる者
等のいずれの要件も満たす者

・概ね５年以上の実務経験があり、チー
ムのリーダーになることが予定され、実践
者研修を修了して１年以上経過した者

・原則、身体介護に関する知
識、技術を修得しており、概ね
実務経験２年程度の者

・認知症介護実践研修の企画立
案、介護の質の改善について指導
できる者を養成

・事業所内のケアチームに
おけるリーダーを養成

・認知症介護の理念、
知識及び技術を修得

【介護従事者等の認知症対応力向上に向けた研修体系】

※各種研修について、質を確保しつつ、eラーニングの活用等により受講しやすい環境整備を行う。



○ 介護サービス事業者の認知症対応力の向上と利用者の介護サービスの選択に資する観点から、全ての介護サービ
ス事業者(居宅療養管理指導を除く)を対象に、研修の受講状況等、認知症に係る事業者の取組状況について、介
護サービス情報公表制度において公表することを求めることとする。【通知改正】

具体的には、通知「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」（平18老振発0331007）別添１につい
て以下の改正を行う。

別添１：基本情報調査票（下の表は、夜間対応型訪問介護の例）
（枝番）

３．事業所において介護サービスに従事する従業者に関する事項

 従業者の教育訓練のための制度、研修その他の従業者の資質向上に向けた取組の実施状況

事業所で実施している従業者の資質向上に向けた研修等の実施状況

実践的な職業能力の評価・認定制度である介護プロフェッショナルキャリア段位制度の取組

アセッサー（評価者）の人数 人

人 人 人 人

外部評価（介護プロフェッショナルキャリア段位制度）の実施状況 ［ ］ 0. なし・　1. あり

（その内容）

（20XX年XX月XX日現在）

計画年度 年度 記入年月日

事業所名： 事業所番号：

基本情報調査票：夜間対応型訪問介護

記入者名 所属・職名

レベル２② レベル３ レベル４
段位取得者の人数

レベル２①

【見直内容】
認知症介護指導者研修、認知症介護実
践リーダー研修、認知症介護実践者研
修、その他の研修の欄を設け、受講人
数を入力が必須

【現行】

【全サービス（介護サービス情報公表制度の対象とならない居宅療養管理指導を除く】

⑤ 認知症に係る取組の情報公表の推進

認知症への対応力向上に向けた取組の推進（２）



CHASE・VISIT情報の収集・活用とPDCAサイクルの推進

・ 施設系・通所系・居住系・多機能系サービスについて、事業所の全ての利用者に係るデータ（ADL、栄養、口
腔・嚥下、認知症等）をCHASEに提出してフィードバックを受け、事業所単位でのPDCAサイクル・ケアの質
の向上の取組を推進することを新たに評価。【告示改正】

・ 既存の加算等において、利用者ごとの計画に基づくケアのPDCAサイクルの取組に加えて、CHASE等を活用し
た更なる取組を新たに評価。【告示改正】

・ 全ての事業者に、CHASE・VISITへのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCAサイクルの推進・ケアの
質の向上を推奨。【省令改正】

＜施設系サービス＞ ＜通所系・多機能系・居住系サービス＞
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) 40単位／月（新設） 科学的介護推進体制加算 40単位／月（新設）
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) 60単位／月（新設）

（※加算（Ⅱ）について、服薬情報の提供を求めない特養・地密特養については、50単位／月）
〔算定要件〕

イ 入所者・利用者ごとの心身の状況等（加算（Ⅱ）については心身、疾病の状況等）の基本的な情報を、厚生労働省に提出すること。
ロ サービスの提供に当たって、イに規定する情報その他サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。

施設系サービス（介護療養型医療施設を除く）、通所系サービス、多機能系サービス、居住系サービス

【全体像】 【PDCAサイクルの推進（イメージ）】

※ 令和３年度から、CHASE・VISITを一体的に運用するにあたって、科学的介護の理解と浸透を図る観点から、以下の統一した名称を用いる予定。
科学的介護情報システム （Long-term care Information system For Evidence；LIFE ライフ）

⑥ CHASE・VISITへのデータ提出とフィードバックの活用の推進



（参考）県HP「科学的介護情報システム（LIFE）の活用等のための必要
な手続き及び活用可能な加算について

LIFEの活用を算定要件に含む加算について

○令和3年度介護報酬改定で新設されるLIFEの活用を算定要件に含む加算の概要は、県HPに掲載しています。

LIFE利用申請手続きについて
○LIFEの活用を算定要件に含む加算を算定するためには、事前にLIFEの利用申請手続きを行う必要があります。
令和3年4月前半までにLIFEの利用を開始する場合は、令和3年3月25日（木曜日）までに利用申請を行う必
要があります。

○令和3年3月までにCHASE又はVISITのいずれかを利用している場合は、現在使用しているID・パスワードを
引き続き利用することができます。

※利用申請の手順や操作マニュアルは、県HPに申請方法・設定手順等を県HPに掲載しています。

新規申請ヘルプデスク

○利用申請や操作方法にご不明な点があれば、下記まで直接お問い合わせください。
○新規申請以外の質問についてはE-mailでお問い合わせください。

電話番号：042-340-8891（平日10時～16時） E-mail：chase@toshiba-sol.co.jp

在宅介護事業所・介護保険施設における業務効率化支援事業の活用について

○在宅介護事業所及び介護保険施設において、介護業務の効率化を図るため、ICT機器等を活用して介護記録か
ら請求業務までを一気通貫で行うことができるシステムの導入経費に対する支援を実施しています。

○LIFEと連携可能なシステムを導入する場合は、補助率が1/2から3/4になりますので（ただし、令和3年4月
以降適用分）、ご活用ください。

※本事業の詳細は県HPでご確認ください。



介護職員の処遇改善や職場環境の改善に向けた取組の推進（１）

■ 特定処遇改善加算について、制度の趣旨は維持しつつより活用しやすい仕組みとする観点から、平均の賃金改善
額の配分ルールにおける「経験・技能のある介護職員」は「その他の介護職員」の「2倍以上とすること」につい
て、「より高くすること」と見直し。【告示改正】

⑦ 特定処遇改善加算の介護職員間の配分ルールの柔軟化による取得促進

○ リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準の実現を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を行
うとの趣旨は維持した上で、小規模事業者を含め事業者がより活用しやすい仕組みとする観点から、見直し。

平均賃上げ額が Ａ ＞ Ｂ
１ ： 0.5以下

＜改定後＞

B
他の介護職員

A
経験・技能
のある
介護職員

C
その他の職種

平均賃上げ額が ２以上 ： １ ： 0.5以下
＜現行＞

B
他の介護職員

A
経験・技能
のある
介護職員

C
その他の職種

■ 処遇改善加算や特定処遇改善加算の職場環境等要件について、職場環境改善の取組をより実効性が高いものとす
る観点からの見直し。【告示改正、通知改正】

⑧ 職員の離職防止・定着に資する取組の推進

○ 職場環境等要件に定める取組について、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、以下の取組がより促進されるように
見直しを行う。【通知改正】
・職員の新規採用や定着促進に資する取組 ・職員のキャリアアップに資する取組
・両立支援・多様な働き方の推進に資する取組 ・腰痛を含む業務に関する心身の不調に対応する取組
・生産性の向上につながる取組
・仕事へのやりがい・働きがいの醸成や職場のコミュニケーションの円滑化等、職員の勤務継続に資する取組

○ 職場環境等要件に基づく取組の実施について、当該年度における取組の実施を求める。【告示改正】



介護職員の処遇改善や職場環境の改善に向けた取組の推進（２）

■ 仕事と育児や介護との両立が可能となる環境整備を進め、職員の離職防止・定着促進を図る観点から、各サービス
の人員配置基準や報酬算定において、育児・介護休業取得の際の非常勤職員による代替職員の確保や、短時間勤務等
を行う場合にも「常勤」として取扱うことを可能とする。

⑨ 人員配置基準における両立支援への配慮

○ 「常勤」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による育児の短時間勤務制度を利用する場合に加えて、介護
の短時間勤務制度等を利用する場合にも、週30時間以上の勤務で「常勤」として扱うことを認める。

○ 「常勤換算方法」の計算に当たり、職員が育児・介護休業法による短時間勤務制度等を利用する場合、週30時間
以上の勤務で常勤換算での計算上も１（常勤）と扱うことを認める。

○ 人員配置基準や報酬算定において「常勤」での配置が求められる職員が、産前産後休業や育児・介護休業等を取
得した場合に、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満たすことを認める。

この場合において、常勤職員の割合を要件とするサービス提供体制強化加算等の加算について、産前産後休業や
育児・介護休業等を取得した当該職員についても常勤職員の割合に含めることを認める。

■ ハラスメント対策を強化する観点から、全ての介護サービス事業者に、適切なハラスメント対策を求める。

⑩ ハラスメント対策の強化

○ 運営基準（省令）において、事業者が必要な措置を講じなければならないことを規定。【省令改正】
【基準】※訪問介護の例

指定訪問介護事業者は、適切な指定訪問介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は
優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより訪問介護員等の就業環境
が害される ことを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。（新設）

（※）併せて、留意事項通知において、カスタマーハラスメント防止のための方針の明確化等の必要な措置を講じる
ことも推奨する。



（参考）ハラスメント対策に関する事業主への義務付けの状況

・ 職場におけるセクシュアルハラスメントについては男女雇用機会均等法において、職場における
パワーハラスメントについては労働施策総合推進法において、事業主に対して、事業主の方針等の明
確化や相談体制の整備等の雇用管理上の措置を講じることを義務付けている。（パワーハラスメント
の義務付けについて、大企業は令和２年６月1日、中小企業は令和４年４月１日から施行（それまで
は努力義務））

・ 職場関係者以外のサービス利用者等からのハラスメントに関しては、
① セクシュアルハラスメントについては、指針において、男女雇用機会均等法（昭和47年法律第
113号）において事業主に対して義務付けている雇用管理上の措置義務の対象に含まれることが明
確化された（令和２年６月１日より）。
② パワーハラスメントについては、法律による事業主の雇用管理上の措置義務の対象ではないも
のの、指針において、事業主が雇用管理上行うことが「望ましい取組」のとして防止対策を記載し
ている（令和２年６月１日より）。
※職場におけるセクシュアルハラスメント
＝ 職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につ

き不利益を受けるもの又は当該性的な言動により労働者の就業環境が害されるもの。
※職場におけるパワーハラスメント
＝ 職場において行われるⅰ優越的な関係を背景とした言動であって、ⅱ業務上必要かつ相当な範

囲を超えたものにより、ⅲ労働者の就業環境が害されるものであり、ⅰからⅲまでの要素を全
て満たすもの。



■ 運営基準や加算の要件等における各種会議等の実施について、感染防止や多職種連携促進の観点から、テレビ
電話等を活用しての実施を認める。 【省令改正、告示改正】

⑪ 会議や他職種連携におけるICTの活用

○ 利用者等が参加せず、医療・介護の関係者のみで実施するものについて、「医療・介護関係事業者における個
人情報の適切な取扱のためのガイダンス」及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を参考
にして、テレビ電話等を活用しての実施を認める。

○ 利用者等が参加して実施するものについて、上記に加えて、利用者等の同意を得た上で、テレビ電話等を活用
しての実施を認める。

※利用者の居宅を訪問しての実施が求められるものを除く。

業務効率化・業務負担軽減の推進（１）

⑫ 利用者への説明・同意等に係る見直し
○ 利用者の利便性向上や介護サービス事業者の業務負担軽減の観点から、政府の方針も踏まえ、ケアプランや重

要事項説明書等における利用者等への説明・同意について、以下の見直しを行う。【省令改正、通知改正】
ア 書面で説明・同意等を行うものについて、電磁的記録による対応を原則認めることとする。
イ 利用者等の署名・押印について、求めないことが可能であること及びその場合の代替手段を明示するととも

に、様式例から押印欄を削除する。



業務効率化・業務負担軽減の推進（２）

○ 介護サービス事業者の業務負担軽減やいわゆるローカルルールの解消を図る観点から、運営規程や重要事項説
明書に記載する従業員の「員数」について、「○○人以上」と記載することが可能であること及び運営規程にお
ける「従業者の職種、員数及び職務の内容」について、その変更の届出は年１回で足りることを明確化する。
【通知改正】

⑬ 員数の記載や変更届出の明確化

○ 介護サービス事業者の業務負担軽減やいわゆるローカルルールの解消を図る観点から、介護サービス事業者に
おける諸記録の保存、交付等について、適切な個人情報の取り扱いを求めた上で、電磁的な対応を原則認めるこ
ととし、その範囲を明確化する。【省令改正】

⑭ 記録の保存等に係る見直し

○ 介護サービス事業者の業務負担軽減や利用者の利便性の向上を図る観点から、運営規程等の重要事項について、
事業所の掲示だけでなく、閲覧可能な形でファイル等で備え置くこと等を可能とする。【省令改正】

⑮ 運営規程等の掲示に係る見直し



〇 全ての介護サービス事業者を対象に、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発
生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めることを
義務づける。その際、３年の経過措置期間あり。【省令改正】

○ 運営基準（省令）に以下を規定
・ 入所者・利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その

従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない旨を規定。

・ 運営規程に定めておかなければならない事項として、「虐待の防止のための措置に関する事
項」を追加。

・ 虐待の発生又はその再発を防止するため、以下の措置を講じなければならない旨を規定。
ｰ 虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可能）を定期的に開催

するとともに、 その結果について、従業者に周知徹底を図ること
ｰ 虐待の防止のための指針を整備すること
ｰ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
ｰ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと

（※３年の経過措置期間を設ける。）

基準

⑯ 高齢者虐待防止の推進

全サービス



⑰ 介護職員処遇改善加算（Ⅳ）（Ⅴ）の廃止

■ 介護職員処遇改善加算（Ⅳ）及び（Ⅴ）について、上位区分の算定が進んでいることを踏まえ、廃止する。
【告示改正】
※令和３年３月末時点で同加算を算定している介護サービス事業者については、１年の経過措置期間あり

＜キャリアパス要件＞
①職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること
②資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研修の機会を確保すること
③経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること
＜職場環境等要件＞
〇 賃金改善を除く、職場環境等の改善

※就業規則等の明確な書面での整備・全ての介護職員への周知を含む。

取
得
要
件

処
遇
改
善
加
算
の
区
分

取得率

加算（Ⅰ）
月額3.7万円相当

H29年度
＋１万円相当

加算（Ⅱ）
月額2.7万円相当

H27年度
＋1.2万円相当

加算（Ⅲ）
月額1.5万円相当 加算（Ⅳ）

加算（Ⅲ）×0.9 加算（Ⅴ）
加算（Ⅲ）×0.8

キャリアパス要件

いずれも
満たさない

①＋②＋③ ①＋② ① or ② ① or ②

＋ ＋ ＋ or

職場環境等要件

79.5％ 7.2％ 5.4％ 0.２％ 0.３％

処遇改善加算の対象サービス

廃止


